


 



　地球温暖化に係る国際的な動向をみますと、

２０１６年１１月、世界の国と地域が参加する国際

的な枠組みである「パリ協定」が発効するなど、

世界は脱炭素社会に向けて動き出しています。

　我が国では、世界全体での温室効果ガスの削減に貢献していくことを

前提として、脱炭素社会構築の鍵となる省エネの徹底や再生可能エネル

ギーの大幅な拡大を進めると同時に、地球温暖化対策と経済成長の両立

を実現しようと動き始めています。

　このような中、我が国における温室効果ガスの排出量を２０３０年度

には、２０１３年度比で２６％削減する目標が打ち出されており、地方

公共団体における役割がますます重要となっています。

 本市においても、これまでの地球温暖化対策をさらに推進させ、温室効

果ガスの排出量を減らす最大限の努力をしつつ、まちづくりを進めるこ

とが求められています。

　このたび、本市では、平成２５年３月に策定しました「京田辺市地球温

暖化対策実行計画（区域施策編）」について、これまで進めてきた地球温暖

化対策の見直しを行い、市の現状と地域の特性を踏まえ、市民、事業者、

行政などの各主体が、それぞれの役割に応じた取組みをさらに推進させ

るための改定を行いました。

　今後は、この計画に沿ってさらなる地球温暖化対策を推し進め、経済

と環境の好循環を保ちつつ、豊かな環境を未来へ引き継ぐために、「低炭

素社会」構築の推進を目指してまいります。

　結びに、本計画の改定にあたり、ご尽力を賜りました京田辺市地球温

暖化対策実行計画推進委員会の委員をはじめ、ご協力を賜りました多く

の皆さまに厚くお礼を申し上げます。 
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